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 締 
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令
和
５
年
度
下し

も

半は
ん

期き　
筑
紫
野
市
の

財ざ
い

政せ
い

運う
ん

営え
い

の
状じ

ょ
う

況き
ょ
う

を
お
知し

ら
せ
し
ま
す

　

市
で
は
４
年
ご
と
に
、市
の
め
ざ
す
ま

ち
づ
く
り
の
姿
を
明
確
に
し
、総
合
的
か

つ
計
画
的
に
市
政
を
運
営
す
る
た
め
の
基

本
的
指
針
、「
総
合
計
画
」を
定
め
て
い
ま

す
。

　
４
月
か
ら
第
七
次
筑
紫
野
市
総
合
計
画

が
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。

●
将
来
に
向
け
た
基
本
計
画

　
第
七
次
総
合
計
画
で
は
、「
ひ
と
が
輝
き 

自
然
が
息
づ
く 

住
み
続
け
た
い
幸
福
実

感
都
市
」を
将
来
都
市
像
と
し
て
掲
げ
、そ

の
実
現
に
向
け
た
基
本
計
画
と
し
て
、７

つ
の
政
策
、28
の
施
策
、１
１
１
の
基
本
事

業
を
定
め
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、施
策
と
基
本
事
業
ご
と
に
め
ざ

す
べ
き
姿
や
方
向
性
を
定
め
、数
値
目
標

を
設
定
し
、具
体
的
な
取
り
組
み
を
推
進

し
て
い
ま
す
。

●
よ
り
力
を
入
れ
る
重
点
施
策

　

少
子
高
齢
化
や
自
然
災
害
の
多
発
な

ど
、時
代
の
潮
流
や
環
境
の
変
化
に
的
確

に
対
応
し
、実
効
性
の
あ
る
ま
ち
づ
く
り

を
進
め
て
い
く
た
め
、特
に
重
要
と
思
わ

れ
る
取
り
組
み
は
重
点
施
策
と
し
て
設
定

し
、よ
り
積
極
的
な
推
進
を
図
り
ま
す
。

●
ま
ち
づ
く
り
を
市
民
の
皆
さ
ん
と
と
も

に
　
第
七
次
総
合
計
画
を
ま
ち
づ
く
り
の
基

本
的
な
指
針
と
し
た
、将
来
都
市
像
の
実

現
に
向
け
た
取
り
組
み
は
、市
民
の
皆
さ

ん
と
協
働
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
推
進
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。皆
さ
ん
の
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

　

第
七
次
筑
紫
野
市
総
合
計
画
の
詳
細

は
、各
家
庭
に
配
布
し
て
い
る
第
七
次
筑

紫
野
市
総
合
計
画(

概
要
版)

を
ご
覧
く
だ

さ
い
。市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も
掲
載
し
て

い
ま
す
。

ID
３
３
４
１
８

問
企
画
政
策
課

第だ
い

七
次じ

筑
紫
野
市
総そ

う

合ご
う

計け
い

画か
く

が

ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た

　

令
和
５
年
度
の
下
半
期(

令
和
６
年

３
月
31
日
現
在)

の
歳
入
歳
出
予
算
の

執
行
状
況
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

な
お
、５
月
31
日
ま
で
出
納
整
理
期

間
が
設
け
ら
れ
て
い
る
た
め
、最
終
的

な
決
算
額
と
は
異
な
り
ま
す
。

　

詳
し
い
内
容
は
、市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

に
掲
載
し
て
い
ま
す
。

ID
３
４
６
７

問
財
政
課 

財
政
担
当

会計名 予算現額A 収入済額B 収入率 
B/A×100 支出済額C 執行率 

C/A×100
一 般 会 計 391億1,357万3千円 365億6,920万3千円 93.5% 320億9,250万1千円 82.0%
国民健康保険事業 101億3,099万1千円 96億6,560万7千円 95.4% 94億1,506万円 92.9%
住宅新築資金等貸付事業 2,426万6千円 2,594万8千円 106.9% 5万1千円 0.2%
奨学資金貸与事業 705万1千円 731万7千円 103.8% 534万8千円 75.8%
介 護 保 険 事 業 75億9,496万1千円 62億9,670万4千円 82.9% 68億1,148万4千円 89.7%
後期高齢者医療事業 29億1,382万円 27億8,662万4千円 95.6% 27億7,914万円 95.4%
農業集落排水事業 1億9,971万1千円 3,563万2千円 17.8% 1億5,755万6千円 78.9%
二 日 市 財 産 区 335万8千円 327万5千円 97.5% 98万8千円 29.4%
御 笠 財 産 区 257万8千円 191万9千円 74.5% 189万1千円 73.3%
平等寺山財産区 2,458万1千円 160万8千円 6.5% 777万7千円 31.6%

合　計 600億1,489万円 553億9,383万7千円 92.3% 512億7,179万6千円 85.4%

●市民の税負担状況
・ 令和６年３月31日現在の人口　106,451人
・ 市民一人あたりの市税負担額　 132,855円
　(市税収入済額141億4,254万6千円に対する額)
●財産の現在高
・ 基金　 192億3,639万8千円(令和５年度末見込)
　土地、建物は、令和５年度決算確定後に公表します。
●市債および一時借入金の現在高
・一般会計　 206億8,618万8千円(令和５年度末見込)
・特別会計　 4億8,636万8千円(令和５年度末見込)
・一時借入金(全会計)　０円(令和６年３月31日現在)

Chikushino City 2024.5 8



NEWS PICK UP

区　　分 ３歳児から５歳児

NEWS PICK UP

日
時
・
期
間
　
　場
所
　
　対
象
　
　内
容
　
　定
員
　 

　料
金
　
　持
参
物
　
　締
切
　
　申
し
込
み
先

問
い
合
わ
せ
先
　
　電
話
番
号
　
　フ
ァ
ッ
ク
ス
番
号
　
　

電
子
メ
ー
ル
　 
　ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
　 

　市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
記
事
ID

☎

 日 

 場 

 問 

 内 

 対 

 定 

料

HP

FAX

持

申

 締 

ID

●
保
険
料
の
決
ま
り
方

　
65
歳
以
上(

第
１
号
被
保
険
者)

の
保
険

料
段
階
は
、前
年
の
所
得
状
況
な
ど
に
応

じ
て
個
人
ご
と
に
決
ま
り
ま
す
。詳
し
く

は
６
月
～
７
月
に
送
付
す
る
介
護
保
険
料

納
付
書
お
よ
び
通
知
書
で
確
認
し
て
く
だ

さ
い
。

問
高
齢
者
支
援
課

量
、介
護
給
付
費
の
推
計
値
な
ど
を
基
に

算
定
し
て
い
ま
す
。サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者

や
利
用
料
が
増
加
し
て
い
る
こ
と
を
考
慮

し
て
、介
護
保
険
料
を
改
定
し
ま
す
。保
険

料
は
介
護
保
険
制
度
を
運
営
す
る
た
め
の

大
切
な
財
源
と
な
り
ま
す
。被
保
険
者
の

皆
さ
ん
の
ご
理
解
を
お
願
い
し
ま
す
。

【
改
正
の
ポ
イ
ン
ト
】

●
令
和
６
年
４
月
か
ら

　

国
が
定
め
る
介
護
報
酬
が
改
定
さ
れ
、

サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
と
き
の
利
用
者
負

担
が
変
わ
り
ま
し
た
。(

訪
問
看
護
、訪
問

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
、通
所
リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン
、居
宅
療
養
管
理
指
導
は
、令

和
６
年
６
月
か
ら
変
わ
り
ま
す)

　
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
が
指
定
を
受
け

て
介
護
予
防
支
援
を
実
施
で
き
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。

　
一
部
の
福
祉
用
具(

固
定
用
ス
ロ
ー
プ
、

歩
行
器
、単
点
杖
、多
点
杖)

に
つ
い
て
貸

与
と
販
売
の
選
択
制
が
導
入
さ
れ
ま
し

た
。　

●
令
和
６
年
６
月
か
ら

　
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
が
一
本
化
さ

れ
強
化
さ
れ
ま
す
。

※
新
し
い
介
護
保
険
制
度
の
詳
し
い
内
容

は
、「
令
和
６
年
度
版
と
も
に
は
ぐ
く
む
介

護
保
険
」を
ご
覧
く
だ
さ
い
。５
月
下
旬
か

ら
高
齢
者
支
援
課
お
よ
び
地
域
包
括
支

援
セ
ン
タ
ー
に
設
置
し
ま
す
。市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま

す
。

【
高
齢
者
福
祉
計
画・第
９
期
介
護
保
険
事

業
計
画
を
策
定
】

●
計
画
の
概
要

　

市
の
高
齢
者
福
祉
・
介
護
保
険
事
業
に

関
す
る
令
和
６
年
度
か
ら
の
３
カ
年
計
画

で
す
。介
護
保
険
事
業
を
計
画
的
に
運
営

す
る
た
め
、必
要
な
サ
ー
ビ
ス
の
見
込
み

を
推
計
す
る
こ
と
に
よ
り
、介
護
施
設
や

サ
ー
ビ
ス
事
業
所
の
整
備
方
針
や
介
護
保

険
料
を
決
定
し
ま
し
た
。

　
介
護
が
必
要
に
な
っ
て
も
住
み
慣
れ
た

地
域
で
、医
療・介
護
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
な

が
ら
安
心
し
て
暮
ら
し
て
い
け
る
よ
う

に
、「
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
」の
深
化・

推
進
を
目
標
に
、そ
の
た
め
の
取
り
組
み

を
定
め
て
い
ま
す
。

●
閲
覧
方
法

　

市
役
所
内
の
情
報
公
開
コ
ー
ナ
ー
、高

齢
者
支
援
課
で
計
画
書
を
閲
覧
で
き
ま

す
。ま
た
、市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

【
65
歳
以
上
の
介
護
保
険
料
を
改
定
し
ま

す
】

　

介
護
保
険
料
は
３
年
ご
と
に
見
直
さ

れ
、高
齢
者
人
口
、サ
ー
ビ
ス
の
見
込
み

３
年ね

ん

に
一い

ち

度ど

の
見み

直な
お

し

介か
い

護ご

保ほ

険け
ん

制せ
い

度ど

が
改か

い

正せ
い

さ
れ
ま
し
た

段　階 判定基準 保険料(年額)

本
人
が
市
民
税
非
課
税

非
課
税
世
帯

第１段階

・ 生活保護受給者および老齢福
祉年金受給者

・ 本人の公的年金等収入額と合
計所得金額の合計が80万円以
下

19,152円

第２段階
本人の公的年金等収入額と合
計所得金額の合計が80万円超
120万円以下

32,592円

第３段階 本人の公的年金等収入額と合計
所得金額の合計が120万円超 46,032円

課
税
世
帯

第４段階 本人の公的年金等収入額と合計
所得金額の合計が80万円以下 57,120円

第５段階 本人の公的年金等収入額と合計
所得金額の合計が80万円超 67,200円

本
人
が
市
民
税
課
税

第６段階 本人の合計所得金額が
120万円未満 77,280円

第７段階 本人の合計所得金額が
120万円以上200万円未満 84,000円

第８段階 本人の合計所得金額が
200万円以上300万円未満 100,800円

第９段階 本人の合計所得金額が
300万円以上400万円未満 107,520円

第10段階 本人の合計所得金額が
400万円以上600万円未満 124,320円

第11段階 本人の合計所得金額が
600万円以上800万円未満 141,120円

第12段階 本人の合計所得金額が
800万円以上1,000万円未満 147,840円

第13段階 本人の合計所得金額が
1,000万円以上 154,560円

問い合わせ先で電話番号を掲載していない課・担当などは、市役所本庁 ☎(923)1111 にお願いします。広報ちくしの 令和6年5月号9
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NEWS PICK UP

●
国
民
健
康
保
険
税
率
を
改
定
し
ま
す

　
本
年
度
の
国
民
健
康
保
険
税(

国
保
税)

の
税
率
は
、国
民
健
康
保
険(
国
保)

の
財

政
運
営
の
状
況
や
今
後
の
見
通
し
を
踏
ま

え
、下
表
の
と
お
り
改
定
と
な
り
ま
す
。

　

ま
た
税
制
改
正
に
よ
り
、後
期
高
齢
者

支
援
金
分
の
保
険
税
の
年
間
の
最
高
保
険

税
額
が
変
更
と
な
り
ま
す
。

●
税
率
改
定
の
趣
旨

　

国
保
は
、病
気
や
け
が
を
し
た
と
き
に

安
心
し
て
医
療
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
加

入
者
の
皆
さ
ん
が
保
険
税
を
出
し
合
い
、

お
互
い
に
助
け
合
う
相
互
扶
助
の
制
度
で

す
。

　
持
続
可
能
な
制
度
で
あ
り
続
け
る
こ
と

を
目
的
と
し
た
制
度
改
革
に
よ
り
、平
成

30
年
度
か
ら
都
道
府
県
が
国
民
健
康
保
険

の
財
政
運
営
の
責
任
主
体
と
な
り
ま
し

た
。

　

医
療
費
は
全
額
県
が
負
担
し
、市
は
医

療
費
に
見
合
っ
た
国
民
健
康
保
険
事
業
費

納
付
金
を
福
岡
県
に
納
め
ま
す
。納
付
金

の
財
源
は
主
に
国
保
税
に
よ
る
収
入
と
な

り
ま
す
が
、被
保
険
者
の
減
少
、高
齢
化
お

よ
び
医
療
の
高
度
化
に
よ
り
一
人
当
た
り

医
療
費
は
グ
ラ
フ
の
と
お
り
上
昇
傾
向
に

あ
り
、現
状
の
税
率
の
ま
ま
で
は
令
和
６

年
度
財
源
が
不
足
す
る
見
込
み
と
な
っ
て

い
ま
す
。

　

そ
こ
で
、県
が
示
す「
標
準
保
険
税
率
」

の
と
お
り
国
民
健
康
保
険
税
率
を
決
定
し

ま
し
た
。標
準
保
険
税
率
と
は
、市
町
村
が

納
付
金
を
支
払
う
た
め
に
必
要
な
税
率

を
、市
町
村
ご
と
の
医
療
費
や
国
保
加
入

者
の
平
均
所
得
な
ど
を
勘
案
し
て
県
が
算

出
し
た
も
の
で
す
。

　
国
保
の
安
定
し
た
運
営
や
加
入
者
の
負

担
軽
減
の
た
め
に
、生
活
習
慣
の
見
直
し

や
病
気
の
早
期
発
見
・
早
期
治
療
な
ど
の

健
康
管
理
、ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
の
利

用
促
進
、重
複
受
診
を
控
え
る
な
ど
医
療

費
抑
制
の
取
り
組
み
が
必
要
で
す
。

　
加
入
者
の
皆
さ
ん
の
ご
理
解
と
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

国こ
く

民み
ん

健け
ん

康こ
う

保ほ

険け
ん

税ぜ
い

を
変へ

ん

更こ
う

し
ま
す

324,626

341,718
349,708

368,930

401,88520,099 20,057

19,642

18,899

17,682
17,500

18,000

18,500

19,000

19,500

20,000

20,500

320,000

330,000

340,000

350,000

360,000

370,000

380,000

390,000

400,000

410,000

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度
（予測）

令和６年度
（予測）

●
一
人
当
た
り
保
険
給
付
費（
円
）

　（医
療
費
の
う
ち
市
が
負
担
す
る
額
）

▲
加
入
者
数（
人
）

算定基礎 医療給付分の保険税 後期高齢者支援金分の
保険税

介護納付金分の保険税
（40歳〜64歳の人）

所 得 割 額
令和５年中の

総所得金額等−控除額
(加入者ごと）

6.83%
（7.32%）

2.80%
（2.66%）

2.43%
（2.44%）

均 等 割 額 １人につき 28,100円
(27,200円）

12,300円
(10,800円）

18,000円
(16,400円）

平 等 割 額 １世帯につき 25,900円
(変更なし）

10,700円
(9,700円）

年 間 の
最高保険税額 １世帯につき 650,000円

(変更なし）
240,000

(220,000円）
170,000円
(変更なし）

税率改定の内容　(　)内は前年度の税率と金額

●「国保加入者数」と「一人当たり医療費」の状況
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区　　分 ３歳児から５歳児

NEWS PICK UP

日
時
・
期
間
　
　場
所
　
　対
象
　
　内
容
　
　定
員
　 

　料
金
　
　持
参
物
　
　締
切
　
　申
し
込
み
先

問
い
合
わ
せ
先
　
　電
話
番
号
　
　フ
ァ
ッ
ク
ス
番
号
　
　

電
子
メ
ー
ル
　 
　ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
　 

　市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
記
事
ID

☎

 日 

 場 

 問 

 内 

 対 

 定 

料

HP

ID

FAX

持

申

 締 

NEWS PICK UP

●
所
得
が
少
な
い
世
帯
は
軽
減
措
置
が
あ

り
ま
す

　
世
帯
主
お
よ
び
国
保
加
入
者
の
前
年
の

総
所
得
金
額
な
ど
の
合
計
が
国
の
定
め
る

基
準
所
得
以
下
の
世
帯
に
つ
い
て
は
、国

保
税
の
均
等
割
額
、平
等
割
額
が
軽
減
さ

れ
ま
す
。

　
中
間
所
得
層
の
被
保
険
者
の
負
担
に
配

慮
し
、経
済
動
向
な
ど
を
踏
ま
え
て
、表
の

と
お
り
令
和
６
年
度
よ
り
軽
減
判
定
の
基

準
が
変
更
と
な
り
ま
す
。

　

最
高
保
険
税
額
は
高
く
な
り
ま
す
が
、

２
割
軽
減
・
５
割
軽
減
対
象
と
な
る
被
保

険
者
の
範
囲
は
広
く
な
り
ま
す
。

　

こ
の
軽
減
に
申
請
は
不
要
で
す
が
、未

申
告
の
場
合
は
軽
減
の
判
定
が
で
き
ま
せ

ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

●
特
例
対
象
被
保
険
者(

非
自
発
的
失
業

者
な
ど)

に
対
す
る
保
険
税
の
軽
減
措
置

が
あ
り
ま
す

　

国
保
加
入
者
で
、勤
め
て
い
た
会
社
の

倒
産
、解
雇
、雇
用
契
約
が
更
新
さ
れ
な

い
、と
い
っ
た
理
由
で
離
職
し
た
人
の
保

険
税
を
一
部
軽
減
し
ま
す
。こ
の
軽
減
を

受
け
る
に
は
申
請
が
必
要
で
す
。詳
し
く

は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
国
保
税
の
納
税
通
知
書
を
送
付
し
ま
す

　
令
和
５
年
中
の
所
得
金
額
か
ら
令
和
６

年
度
の
国
保
税
を
決
定
し
、納
税
通
知
書

を
6
月
中
旬
に
世
帯
主
あ
て
に
郵
送
し
ま

す
。保
険
税
額
を
確
認
し
、各
納
期
限
内
に

納
付
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
特
別
徴
収(

年
金
か
ら
の
天
引
き)

に
よ

り
国
保
税
を
納
付
し
て
い
る
世
帯
に
は
、

特
別
徴
収
賦
課
決
定
通
知
書
を
7
月
中
旬

に
世
帯
主
あ
て
に
郵
送
し
ま
す
。

●
国
保
税
の
納
付
義
務
者
は
世
帯
主
で
す

　
住
民
票
上
の
世
帯
主
が
国
保
加
入
者
で

は
な
く
て
も
世
帯
の
中
に
国
保
加
入
者
が

い
れ
ば
、世
帯
主
が
国
保
税
の
納
付
義
務

者
に
な
り
ま
す
。　

問
国
保
年
金
課 

国
保
担
当

●令和６年度の軽減判定所得基準
世帯主および国保加入者の前年の総所得金額などの合計

43万円＋(54.5万円×被保険者数※1)＋10万円×(給与所得者等※２の数−１)以下の世帯 ２割軽減
適用世帯

43万円＋(29.５万円×被保険者数※1)＋10万円×(給与所得者等※2の数−１)以下の世帯 ５割軽減
適用世帯

43万円＋10万円×(給与所得者等※2の数−１)以下の世帯 ７割軽減
適用世帯

※1　同世帯で国民健康保険から後期高齢者医療保険に移行した人を含む
※2　一定の給与所得者と公的年金などの支給を受ける人
※3　加入者に未申告の人がいる場合は軽減の判定ができません。

問い合わせ先で電話番号を掲載していない課・担当などは、市役所本庁 ☎(923)1111 にお願いします。広報ちくしの 令和6年5月号11


